
（１）歳入予算

前期高齢者交付金　他 市町からの納付金

療養給付費等、
普通調整交付金　他

基金利子 一般会計からの繰入金

（２）歳出予算

他の保険制度へ支出

広域化推進、職員費

市町の特別事 市町の保険給付費
情に応じ交付 を全額交付

【参考】被保険者数、世帯数の状況（平成３０年３月３１日現在）　　　 ※県人口と県世帯数はH30.4.1現在

滋賀県国民健康保険事業特別会計について

40,394,087 42,903,500

0

区　　　分 平成31年度

区　　　分 平成31年度 前年度

69,834

92,163,047

2,373,895

総 務 管 理 費

普 通 交 付 金

特 別 交 付 金

84,639

89,719,234

後 期 高 齢 者
支 援 金 等

介 護 納 付 金

分担金及び負担金

※病床転換支援金　：　療養病床の老人保健施設
等への転換事業の市町国保負担分

※共同事業拠出金　：　都道府県間の再保険制度
（420万円超の特別高額医療費共同事業）に拠出

前年度

（単位：千円）

（単位：千円）

対前年比

121.2%

97.3%

対前年比

101.8%

100.0%

105.5%

107.0%

97.7%

82.2%

97.3%

94.2%

7,998,096

2,592,115

市町国保

県人口 被保険者数

31,125,412

8,439,683

2,774,807

36,163,410

24,948,920

35,530,912

24,940,701医 療 給 付 費

国 庫 支 出 金 30,417,839

加入率

20.42%

97.6%

90.9%

101.5%

県世帯数

97.6%

99.7%

96.0%

116.2%

国保世帯数

96

5,512,983

100

諸 支 出 金 1 -

2,475 3,011

合　　　計 114,264,600 117,049,000

繰 入 金 7,286,789 7,486,165

諸 収 入

介 護 納 付 金 5,493,719

病床転換支援金等

財 産 収 入

2,157,486

83.0%

57.8%

0.8%

加入率

1,410,014 287,925 564,472 175,330 31.06%

後期高齢者支援金等 16,533,132

前期高齢者納付金等 49,210

16,294,839

59,263

合　　　計 114,264,600 117,049,000

基 金 積 立 金 2,475

予 備 費 100,000

294,793

172,999

共同事業拠出金 124,608 107,247

分担金及

び負担金, 
31.6%

国庫支出

金, 26.6%

財産収入, 
0.0%

繰入金, 
6.4%

諸収入, 
35.4%

総務管理

費, 0.1%

普通交付

金, 78.5%

特別交付

金, 1.9%

後期高齢

者支援金

等, 14.5%

前期高齢

者納付金

等, 0.0%

介護納付

金, 4.8%
基金積立

金他, 0.2%

資料 ２



歳入 114,264 歳出 114,264

総務管理費 85

財産収入 2

その他 227

特別交付金 2,157

繰入金 7,287

後期高齢者支援金等 16,582

諸収入 40,394
介護納付金 5,494

分担金及び負担金 36,163

普通交付金 89,719

国庫支出金 30,418

市町からの納付
金

療養給付費等負
担金 他

県一般会計、基
金からの繰入金

前期高齢者交付

金 他

市町へ保険給付

に必要な費用を全

額交付

市町へ特別な事情
等を考慮して交付

他の保険制度へ

の支出

共同事業拠出金
他

滋賀県国民健康保険事業特別会計について
（単位：百万円）

・広域化推進、職
員費等の経費
・医療保険者保健
事・業推進事業

基金利子



国保財政の枠組み

一般会計

・都道府県繰入9％相当分【60.1億円】
・高額医療費負担金1/4相当分【10.3億円】
・特定健診1/3【1.7億円】
・その他繰入【0.7億円】

支払基金

被保険者

国

・定率国庫負担32％【213.6億円】
・調整交付金（国）9％【69.6億円】
・保険者努力支援分【8.3億円】
・特定健診1/3【1.7億円】

・高額医療費負担金1/4 相当分
【10.3億円】

・特別高額医療費負担金【0.6億円】

都道府県

一般会計

・事業費納付金
医療【249.5億円】
後期【84.4億円】
介護【27.7億円】

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）【43.7億円】
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）【24.4億円】
⇒国・都道府県負担分も含めて全額繰入れ

市町

一般会計
国保特別会計

国保特別会計
【１１４３億円】

国保連

医療機関

・前期高齢者交付金
【402.0億円】

・療養給付費等交付金

【0.7億円】

・後期高齢者支援金
【165.3億円】

・介護納付金【54.9億円】
・前期高齢者納付金【0.5億円】

保険料
【医療・後期・介護】

保険給付費

保険給付費

現金給付

現物給付

・保険給付費等交付金
普通交付金【897.2億円】
特別交付金

保険者努力支援分【5.3億円】
市町村向け特別調整【3.8億円】
県繰入金（2号分）【9.0億円】
特定健診2/3 【3.5億円】

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）3/4【32.8億円】
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/4【6.1億円】

支払の簡素化

・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/2【12.2億円】

国保中央会

・財政安定化基金

・特別高額医療
共同事業拠出金
【1.2億円】

・特別高額医
療共同事業
交付金

【1.2億円】

・職員給与等【6,799万円】

・国保広域化等推進事業【113万円】

・連合会負担金【210万円】

・運営協議会費【191万円】

・保健事業推進【1,078万円】

・給付対策補助金【1.7億円】

・財政安定化支援事業、出産育児一時金等



財政安定化支援事業

50％ 50％

○普通調整交付金（７％）

都道府県間の財政力の不均衡等（医療費、所得
水準）を調整するために交付。【61.0億円】
○特別調整交付金（２％）

画一的な測定方法によって、措置できない都道府

県・市町村の特別の事情（災害等）を考慮して交付。
【8.7億円】

調整交付金（国）

（９％）

調整交付金（国）

（32％）

定率国庫負担

市町村への地方財政措置

○高額な医療費（１件80万円超）の発生による国保

財政の急激な影響の緩和を図るため、国と都道府

県が高額医療費の１/４ずつを負担

【県負担：10.3億円】

高額医療費負担金

納付金

○ 低所得者の保険料軽減分を公費で支援。
（県 3/4【32.8億円】、市町 1/4）

○ 低所得者数に応じ、保険料額の一定割合を公費
で支援
（国 1/2、県 1/4【6.1億円】、市町 1/4）

都道府県
繰入金
（９％）

前期高齢者交付金

○国保・被用者保険の65歳から74歳の前期高齢者の
偏在による保険者間の負担の不均衡を、各保険者
の加入者数に応じて調整。【402.0億円】

前期高齢者
交付金

保険料軽減制度

保険者支援制度
保険者支援制度

保険料軽減制度

高額医療費負担金

特別高額医療費
共同事業

○ 都道府県・市町村の医療費適正化、予防・健康づ
くり等の取組状況に応じ支援。
【全体額 県分：5.1億円 市町分：5.3億円】
※市町5.3億円のうち、5分の2（2.1億円）は、国特別交
付金で財政措置。

保険者努力支援制度

保険者努力支援制度

○著しく高額な医療費（１件420万円超）について、都

道府県からの拠出金【1.2億円】を財源に全国で費用

負担を調整。

○国は予算の範囲内で一部を負担。【0.6億円】

【財政安定化基金】

○ 貸付・交付分
給付増や保険料収納不足により財源不足に

なった場合に備え、都道府県に基金を設置し、都
道府県・市町村に対して貸付・交付を行う。

○ 激変緩和分
平成35年度までの間、新制度の円滑な施行に

必要な資金として活用可能。

特別高額医療費共同事業

平成31年度の県の国保財政の姿

～～
～～

○普通調整交付金

都道府県間の財政力の不均衡等（医療費、所得
水準）を調整するために交付。【51.1億円】

○特別調整交付金
画一的な測定方法によって、措置できない都道府
県・市町村の特別の事情（災害等）を考慮して交付。
【9.0億円】

定率国庫負担金

調整交付金（県）

○医療給付費等に要した費用の32％を県に対して補
助【213.4億円】

納 付 金

○平成30年度から、県が財政運営の責任主体にな

ることに伴い、保険給付費や国民健康保険事業に

要する費用に充てるため、県が市町から徴収する

納付金。【361.6億円】



県全体の保健事業のレベルアップを図り、市町間格差を縮小することにより、「健
康寿命の延伸」「医療費適正化」を図ることが求められているため、１データ活用に
よる医療保険者支援、２特定健診受診率向上対策、３人材育成を実施します。

① 糖尿病性腎症重症化予防対策
保健指導等検討会

② 糖尿病性腎症重症化予防研修会
③ 医療費分析研修会

【３ 人材育成】

生活習慣病予防 重症化予防

市町データヘルス
計画評価支援

健康格差の縮小

① 国保新規加入者受診率向上
② 治療中患者情報提供の強化
③ 被用者保険との連携

【２ 特定健診受診率向上対策】

②データヘルス計画支援資料集の作成

(新) ①地域包括ケアシステム推進に向けた
データ分析事業

人口動態（高齢化率・地域差）
死亡の状況（年齢、原因、標準化死亡比）

介護情報（認定率、原因疾患等）
医療データ（医療費、医療費要因）

死亡

疾病
障害

予防
対策 特定健診・特定保健指導データ

【１ データ活用による医療保険者支援】

地域課題・
特性の分
析・活用

脳血管疾患死亡率の減少 虚血性心疾患死亡率の減少 新規透析導入患者数の減少

「健康寿命の延伸」 「医療費適正化」

平成31年度医療保険者保健事業推進事業
【見積要求額10,776千円】


